
【食中毒又は感染症の発生】

介護保険事業者事故報告フロー図　－２ ※疑いを含む

・報告する市町村等とは、　

①当該利用者（入所者）の保険者、

②施設（事業所）が所在する保険者、

③県高齢福祉課　です。

・第一報は可能な限り早急に行う。

・FAXによる報告は「様式　感染症用」を使用。

・電話による報告を行った場合は、その後遅滞なく、FAXで報告。

・有症者数が増加するなど感染症が拡大傾向にある場合、随時経過報告をしてください。

・感染症等が終息した場合、その旨を報告してください。この場合、電話による報告で結構です。

【注意】

市町村等へ報告を要する感染症等とは、次のいずれかに該当する場合です。

①同一の感染症等により死亡者又は重篤な患者が1週間内に2名以上発生した場合

③通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、管理者等が必要と認めた場合

市町村等への経過報告、終息報告

②同一の有症者等が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合

（第一報）　市町村等へ電話又はFAXによる報告

・下記【注意】の①、②に当てはまらない場合で
あっても、感染症等のまん延を防止する観点
から報告を行い、必要な対策の指示等を得る。

利用者に係る関係者への連絡
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